
 

 

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

令和８年６月３日策定  

千葉県バス対策地域協議会 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 令和８年度千葉県ノンステップバス等整備事業計画 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

千葉県に営業所を有するバス事業者が運営する路線に、ノンステップバス等を導入する 

ことにより、高齢者や障害者等の路線バスによる移動の利便性及び安全性の向上を図ると 

ともに、公共交通機関としてのバスの利用を促進する。 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

 バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）に基づく国の

基本方針に沿い、路線バス車両におけるノンステップバスの導入率を、令和１２年度末まで

に９０％を目標とする。 

（２）事業の効果 

 病院への通院や公共施設の利用等にバスを利用する高齢者等の移動の負担が軽減される。

また、これまで通院等に自家用車で送迎してもらっていた高齢者等がバス利用へ移行するな

ど、移動の円滑化が図られるとともに、バス利用者の増加が期待される。 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

・ノンステップバスの導入  

 81台（大型 71台、中型 6台、小型 4台） 

    （内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

別紙のとおり 

 

 運行事業者名 種別 台数 事業者計 

1 京成バス千葉ウエスト（株） 大型 24台 計 24台 

2 

京成バス千葉セントラル（株） 大型 21台 

計 26台 中型 3台 

小型 2台 

3 

京成バス千葉イースト（株） 大型 15台 

計 19台 中型 3台 

小型 1台 

4 東武バスセントラル（株） 大型 4台 計 4台 

5 阪東自動車（株） 
大型 5台 

計 6台 
小型 1台 

6 平和交通（（株） 大型 2台 計 2台 

 



 

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈バス車両の導入に係る事業〉 

 【千葉県の現状】（R7.3月末現在 ※県独自調査） 

   総車両数  2,414台 

  対象車両数 2,065台（総車両数から適用除外認定車両数を除いた数） 

うちノンステップバス 1,645台 導入率 79.7％ 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

令和８年度 ※国令和７年度補正予算による対応含む 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村

負担割合 

事業者負担 

割合 

千葉県ノンス

テップバス等

整備事業 

2,174,700千円 112,000千円 58,800千円 千円 2,003,900千円 

100％ 5.15％ 2.70％ ％ 92.15％ 

※本計画策定時点で国補助額が未定であることから、国費割合は最大値を記載している。 

国費、都道府県負担割合については、予算の都合等により増減する可能性がある。 

６．計画期間 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

4 月 9 月 12 月 3 月 4 月 9 月 12 月 3 月 4 月 9 月 12 月 3 月 

ノンステップ

バス等の導入 

 

 

 

 

 

 

７．協議会の開催状況と主な議論  

・令和８年５月 千葉県バス対策地域協議会 事業計画の策定について 

８．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 千葉県総合企画部国際・交通担当部長 田中 泰史 

地方運輸局 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長 加藤 幸生 

地方運輸局 国土交通省関東運輸局自動車交通部長 佐藤 直人 

千葉県市長会を代表する者 旭市長 米本 弥一郎 

千葉県町村会を代表する者 東庄町長 岩田 利雄 

交通事業者 千葉県バス協会長 宮本 貴史 

学識経験者 日本大学名誉教授 榛澤 芳雄 

９．軽微な変更の取扱いについて 

以下に掲げる変更であって、会長が支障ないと認める場合には、変更に係る協議会の開催を

要しない。 

・導入台数の削減 

・車両サイズの縮小（変更しようとする車両の補助対象経費が当初の車両の補助対象経費

を超える場合を除く。） 

・運行事業者名の変更 

  

３月３１日完了 

81台 72台

台 

交付決定日 

以降着手 

３月３１日完了 

70台

台 

３月３１日完了 

交付決定日 

以降着手 
交付決定日 

以降着手 



 

別紙       

         

実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について 

  

  
身体 知的 精神 

  普通 定期 普通 定期 普通 定期 

  
京成バス千葉ウエスト

（株） 
５割引 ３割引 ５割引 ３割引 ５割引 なし 

  
京成バス千葉セントラル

（株） 
５割引 ３割引 ５割引 ３割引 ５割引 ３割引 

  
京成バス千葉イースト

（株） 
５割引 ３割引 ５割引 ３割引 ５割引 ３割引 

  東武バスセントラル（株） ５割引 ３割引 ５割引 ３割引 ５割引 ３割引 

  
阪東自動車（株） 

５割引 ５割引 ５割引 ５割引 ５割引 ５割引 

  
平和交通（株） 

３割引 ５割引 ３割引 ５割引 ３割引 ５割引 

 

※京成バス千葉ウエスト（株）：精神定期旅客運賃は 2026 年 4 月 1 日より３割引

に変更 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）千葉市中央区市場町 1-1       

（所 属）千葉県総合企画部交通計画課     

（氏 名）進 浩一郎             

（電 話）043-223-2063            

（e-mail）koukei4@mz.pref.chiba.lg.jp     

 


